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「心理的な事実」にもとづく世界の貧困削減

一一チャンドラン・クカサスの政治理論を手がかりに一一

奥田 恒

京都六年文学院人間j 環！Ji勺研究科制m1環境年専攻

〒同68501 京都市左京区吉田二本怯町

要旨 本杭は，「心理的な事実jにもとづく世界の1t凶削減へのアプローチを探るため チャンド

ラン・クカキ］スが提唱する克容のリベラリズムについて論ずる まずi リベラル・コスモポリタニ

スムとリベラル，ナンヨナリズムを和解させる試みを検討し後者が人々の「心耳目的な事実」を正

誌の品t泉と見なすがゆえに成功しないと論ずる それにおjL。クカ吋スはi リベラル白サショサリ

ストと同じく「心理的な＇］ 1＇.~i」を正義の源泉と位111：づけるが。ナンヨナルな次元より小さいアソシ

エーシヨンにおいて正義は実践されると王政する 彼はi 変化にBilかれた集合110なJi回削減と各

アソシエ シヨンによる片務的な1t困削減を市在する 加えて。クカサスの型I!赴l相会と貧困削減を

同時にi主成しうる方策として。 IWJl附欣政策がもけ括的に司自Iiされることを府摘する

l. はじめに

1-1. 本稿の目的

現在I われわれはひとつの｜話家だけでは解決で

きないI 十主々な m1~誌を越えた問題にI虹［訂している

気候変動をはじめとする環境汚染，経済のグロー

パル化にともなう経済政策への制約，｜主11：）；＇.テロリ

スト集聞やその支配地域への介入などが挙げられ

る 反「111，これらの問題への超間家的な取り組み

に対しては，国家主権やネイションの自己決定の

理念をWf示としたl ~j＼い！＇／＆念や抵抗がある それ

ら医JJj'；を超える問題非iのひとつに 1 グローパルな

1~悶という問J哲がある 世界のni羽悶では，多く

の人々が安全なノk，食料I 公衆j!,lj生などの生存に

不可欠な要素へのアクセスを欠き！死亡率も先進

聞とは比べ物にならないほど天きい 他方I 世界

の1l:闘が問題であり対策が求められることについ

ては！比較的広い合立がある このように捉える

と！世界の1雪国は。深刻かつ喫緊の問題であると

同時にI 越境的な問題解決の班点を克服するため

の試金石ともなりうるように店、われる

｜止界の1t闘を対象とする政治理論的な問題は，

グローパルなIb~；；命と呼ばれる そこでは， 1t闘

を引き起こした支任および貧者を救済する支任を！

1t悶l主！と市裕｜主lのいずれに求めるかが争点となる

この対立は！コスモポリタン コミュニタリアン

論争として授主nされる，， コミユニタリアンの考

えでは，分配的IE誌は何らかの共間体すなわち国

家を前提としなければ迷成できない それに対し

コスモポリタンは道徳的価値の源長を共同体に求

めず。それゆえ悶坊の内側に問まらない正義を追

求すべきと考える この対立は理論的には， ＇）ベ

ラルな論者に限っていえば「すべての人の基本的

人権が保Fl'；＜：されていることをグローパルな正義の

課題とする」（神島 2009:97）という点で合昔、に

至るとされる

ところが，世界のn凶はいまだ狛獄を極め，多

くの立場から見て最低限なされるべき水準の貧国

削減も達成されていないと言われて久しい（cf.

Pogge 2005=2007；伊藤 20¥0b). このような現状

をJE当化する立場のひとつに！政治的原理は説得

対象（この場合は富裕悶のrl1民）がもっ慣習や制

度についての考えにもとづくべきという。「心理！
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的な事実」にもとづく政治理論がある（Miller

1999; 2007=20! l). 詳しくは第二章で述べるが，

この議論は，富裕閣の人々の考えと決定にかなり

の規範的重要性を認め，事実上どのような場合で

も世界の貧困削減努請を矩否することを可能にす

る（cf.ifi:見 2014). そこで本稿はl 従来世界の

Jt凶削減を~Jiげるよう mいられてきたこの耳目布に

もとづきつつ。なおi世界のJl:、函 i11J減に向かう王li~告

を採る

本稿もまた！様々 な政治！阜、！lllの中で世界の貧困

問題に対するリベラリズムのアプローチに注目す

る リベラリズムは！大まかには「価値が多元化

した社会において普遍的な規範！特に正義を探求

する知的な営み」と了解されている（伊藤

2007b 4). 

J.~.J：の｜則心に応えるため，本4iiは，チヤ／ドラ

ン・クカサスが機設するJ~容のリベラリスムに着

目する のちに詳述するが彼は「心理的なlji.

;;uからのグローパルな正義批何に賛成しつつ，

しかし同時に，より分権的な世界を志向する立場

から凶1~国家レベJレでの正義の追求も批判する

このことは！この立場の代表的論者であり，かつ。

若：i，なリベラル・ナショナリストであるデイ

ヴィ y ド・ミラーとのよじl肢を通じて述べられる

クカ吋スは一般的には，克容を重視したリベラ

リズムを擁護する，多文化主義の分野で著名な理

論家である 多くのリベラルが正義の原理を擁殻

するのに対L，彼は，共同体f:JJの相1D~容を普遍

的な規純としてt附設する クカサスの議論を手が

かりに，国境lこ拠われない文明聞の秩序論を展開

した研究は複数存在するが（cf.嶋津 201l，福原

2012），グローハJレな正義論の文脈では懐疑論者

の一人と目され！批判的に取り上げられることが

多い（cf.神島 2007). しかしながら，クカサス

は 世界の貧困問題への取り組みを考える上で，

重要な視点を提示していると筆者は考える なぜ

なら。 f止は共同体への愛着をt隆祝せず，それにも

かかわらず周波にこだわらないことで，世界の貧

困者や多機な非悶家主体を射程に入れた談論を展

開しうるからである

国

1-2. 本稿の構成

世界の貧困をめぐるコスモポリタン・コミユニ

タリアン論苧において取り組まれている問題のひ

とつが。両者をいかに和解させ！貧困削減への合

訟を得るかというものである＂ そこで。第三章

では！リベラル・コスモボリタニズムとリベラ

ル・ナショナリズムの代表的論者である！ トマ

ス・ポツゲとデイヴィァドーミラーの論与を取り

上げる 第一節でポッゲ！第二節でミラーの議論

を検討し両者の和解の試みが成功していないこ

とを指摘したのち，第三節で意見の不一致の原因

を採る それは，社会正義の根拠として「心理的

な事実」を重視するか否かに由来する

第三li'tでは，チャンドラン クカサスのJ~容の

リベラリズムを手がかりに，貧困削減をめぐる議

論を前進させることを試みる 第一節では，グ

ローパルな正義批判の論文である「グローノリレな

正義の幻想」とそれへの批判を概観する 第二節

では クカサスの日lj稿の読解を通じ1 彼が望まし

いと考える政治秩序を探る 以上を踏まえ 第三

節と第四i!ilで！第一f!iJで桁介した「グローノリレな

正義の幻惣J批判への応答を試みる 第三f!ilでは，

クカサスは！ ミラーと閃じ「心理的な事実」とい

う出発点、から！郎氏｜劃家よりも小さいアソシエー

ションが平和的に共存する社会を椛想していると

論ずる この構想のうちでは世界の貧困問題に

対して1 変化に聞かれた集合的な貧闘削減と！ア

ソシエーションごとの固有の正義にもとっく負担｜

削減という二通りのアプローチが可能になること

が示される 第四節では，貧困削減のための国境

問放という提案の重要性を指摘する

2. 7市徳的義務論とリベラル，

ナショナリズムの和解戦略

2-1. ポッゲの消極的義務論

i 消極的義務論の狙いと概要

世界の貧困削減のためにナショナリストを説符

する議論の中で7 最も注目を集めているもののひ

とつがi ポツゲの消極的義務論である 彼の談論

の要旨は， 1il；裕図は世界の貧困者に危害を与えて

おり，これは国境を越えて巡用される消極的義務



「＇L、政的な＇Jf.；りにもとづく世界の貧困削減 131 

にi皐反しているため 笥裕図には補償と制度改主11<

の義務がある！というものである

ポyゲの談論の狙いは ナショナルな価値にも

とづき国｜人Jの貧困解決をj＆＿；先する人々 に対し 世

界の会凶｜問題がより；；＇：；い俊先順位をもっと訴える

ことである 彼は「ナショナワスト（10佼先性の一

部は司容できるものであり 望ましくさえある」

としてナショナルな価値のな~~を認める (Ibid:

126~ 197). しかしナショナリスト的俊光性が

適用可能な領域は限定されており それを持ちだ

すことが不適切な文脈が存在する それは貧応｜

が品交問への「危害」と認められた幼合である

(Ibid). そのとき。ナンヨナリスト優先性が通用

する獄極的義務ではなく 普遍的に適用される消

板的義務が持ちwされるべきである！とポyゲは

主張する

ii ポッゲの「危害」

ポッゲの「危害jは。ある!Iii)/j[的デザインが

「コ己規模でIITI遊可能な人権の危機を，予見可能で

あるにも｜悶わらず生み出す」ことを指す（Poggc

2008 25=2010 51). 具体的にはl 以下の六つの

認定条刊を満たす必要がある 第一に人権の危機

があること！第二に人権の危機を社会的制度に因

果的に仰せられること，第三に社会的制度の押し

つけに初値的に協力したこと，第四にそれらの危

機が予見可能であること，第五に1.lliに迎ったかた

ちで回避可能であること，そして第六にIITli盟可能

性が主／］ られうることである (Ibid 26=52). 

まず，第一の条｛’！であるrrns11主lでの人権の危機

は広く認められるであろう 第二から第凶の論点

について1 ポッゲはほとんと手の深刻な世界の貧困

はグローパルな制度改平によって避けられたので

あり！また避けられるものであるとの認織を示す

そのことにより，グローパルな制度と1'i闘は凶果

的関係をもつこと，そのilfl)/j[が;i＞；裕医lによって判l

しつけられていること 1 および，そうした危機は

予見可能なものであることが述べられる

WI ill1して。ポッゲの経済問についても冊認して

おく 彼はいわゆる反グローパル化の論者や活動

家とは迷いI 自由な市場経済はrt問者に大きな

{ii!益をもたらすという経済制をもっと述べる

(Ibid 19=43) その上で. WTOなどのグローパ

ルな貿易制度の問題点は，自由貿易の振興ではな

く。むしろ日裕医lのrl1坊を会｜到国にほとんと［j日放

していないことにあるとする (Ibid). 包裕図ど

うしは自白貿易の使授を享受しつつ！同II守にそれ

らは一致して貧困国を締め出している このこと

が世界の貧困のj点m1であるとポッゲは考えるので

ある

第五およひ、第六の貧困の閉i盟1可能性として

ポッゲは GRD(Global Resom℃e Divid目1d グロー

パルな'i'f淑の配当）という i[;llJ主改革を提案する

(c仁Ibid 217=32!). これは天然資源の使用か

ら発生する経済的価値を ｜到止機開！のもとで世界

のあらゆる1'i悶者に分配する椛想である この櫛

惣では グローバルな貧困層も世界の有限な資源

の一定の不可談な持ち分を有し ある国家が資源

を使ったときには応分のシェアを与えられる

(Ibid 202 203=303). GRDからの収益は 「あ

らゆる人［HJが時般をもちつつ自らのベーシソク

ニースを｛前たすことを官早｜諒するjことを目僚に

経済学者および国際法の専門家によってデザイン

された枠組みのもとで分配されるとポァゲは述べ

る (Ibid 212=315). 

以上のようなポッゲの消極的義務論に対して

は。世界の貧困と日裕匡lの政策との囚県的関係を

疑う反論が多く。ポ yゲもそれに対し再反論を行

なっている（Poggc2005=2007). 次節で取り上

げるミラ も同様の議論を民間するが（Miller

2007=201 l 240-247=289 296）。本稿の関心は

仮に世界の食店lに関する因果関係の談i論が適切な

らば彼の議論はリベラjレなナショナリストを説得

できるかである

2 2. ミラ のポ yゲ批判強制j力のないヴ

口 ハJレな正義

i 公正な経済関係への合意

ミラーはリベラル ナショナリズムの代表的な

論者であり コスモポリタンと合:Ci'する余地のあ

る論者として娯紫に参照される（c仁神山 2009;

上原 2011). 段初に ミラーがポッゲと同様の目

1除と経済観をもつことを確認しよう

まず ミラーもポッゲと同じく i 匡l家間の公正

な経済関係を迷成されるべき目標に据える 彼に



132 奥田

よれば，「交流に関する規則は双方にとって公

正なものでなければならない」（Miller2007 : 

252=2011 302). しかし。現下の閏際経済関係

では，貿易相手が一ヶ国のみの国家や輸出可能な

附品が一二種類のみの国家など，他国家や企業に

よる不正行為に澗されがちな状況が多々存在し

かっそうした状況を脱するのは短期間では困難で

ある (Ibid). それゆえ，「貧困国は当然の権利と

して，自分たちがこのような被害を受けないよう

に卜分に保殺されている国際秩序を要求すること

ができるJ(Ibid 253=302-303). この見方は，

貧困国の締め出しを問題視する，ポヅケ’の貿易制

度批判と霊なる

貧困の原因に｜拘わる経済観についても 1 ミラー

とポッゲは同隊の見解をもっ ミラーの認識でも I

「あらゆる証J拠が示すところによれば。グローパ

ル経済に組み込まれていることは経済成長の重要

な1i制止条件のひとつjである（Ibid 253=303). 

それゆえ！「富裕医lの政！自が発展途上国の攻勢か

ら｜主i主lの産業を保護するために附税［：＞＇／：控を押しつ

けることは訴されない一方で。貧困問については。

もし望むのであれば！自国の新しい政栄を一時的

にがif~iliすることを認めなければならない」と述べ

られる（Ibid:253=303). これはポツゲの！自由

な市場経済は貧困削減に寄与するという経済制。

および陪｜際貿易制度への改革要求と一致する

さらに， ミラーは公正な貿易関係の構築を。人

道上のものではなく「正義の義務Jと見なす彼

の考えでは 「正義の義務がその股行を要求され

るものであるのに対して，人道主義的義務は履行

を要求されることはない」（Ibid 248=297). 公

正な国際協力関係を築けなかったがゆえの貧困は1

先巡回の救済交任として正義の義務を生じさせる

のである ある国を1主的；伏態に留めおくがゆえに

正義の義務が生じるという条件もまた！「危害」

を与えたがゆえに正義の義務が諜せられるとする

ポッゲの正義論と同様である

ii. 「正義の隔たりJ論

以上の主張は！一見するとコスモポリタン的で

あり。ポッゲの議論と和解可能なものに見える

しかし問題は。 ミラーが唱えるグローパlレな.iE殺

の義務が，国家に対してほとんど拘束力をもたな

t~［ 

いことである ミラーは！富裕国と貧困l主！との聞

に「正義のi同たりJ(justice gap）があることを摂

拠に，グローパJレな義務が認められる場合でもそ

の非道守を正当化しうると論ずる 「正義のl潟た
り」とは，「貧困問の人々が正義の問題として正

当に要求しうること（とりわけ彼らの人権の擁

護）と，富裕国の市民が正義の問題としてそうし

た要求を満たすために捧げなければならない犠牲

との間にある隔たり」である（Miller2007: 

274=2011 331). 附たりを狭めることは可能だ

が，すべての社会が構成員に人間らしい生活を提

供することができるようになるまでは完全に埋め

られることはないとミラーは予想する (Ibid

275=332). 

この目指論は 引径約義務論の限界，翻ってポツ

ゲの消極的義務論のj主義を論じる文脈で取り」二げ

られることもある（c正チl上 2012 203 209). し

かし。「i羽たり」論は税極的義務のみならず消極

的義務の非道サーをも正当化L，コスモポリタンと

ナショナリストの合泊、を｜位む談論である！という

の古すミラーの考えであろう というのは！ ミラー

はこの議論を，彼のいう「グローパルな正義」の

障害として取り上げるからである

「正義の隔たり論」が言及される『ナショナJレ

なJ'［任とグローパルな正義J第十取の重要なテー

マは。「［グローノミルな正義の構想は］実現可能な

他想だろうか」（Miller2日日7 268=2011 : 324）で

ある 「附たりj論は。グローノリレな正義の椛想

が直面する「立任の分割Jという障害の帰結とし

て言及される 「法本的な人権が危険に晒されて

いる場合！それを桃設する能力がある人はすべて，

救済責任を共有しているJが！「その救済交任が

どのように分配されるべきか，救済に必要なコス

トをそれぞれの行為主体がどれくらい負うのかを

明確にする」ことは問題である (Ibid・270=326).
ここに支任の分割の問題が生じる しかしミ

ラーの見るところ。「救済責任を設に帰するかを

明確に示す方法はない」（Ibid 273=330). 例え

ば，抽象的fll¥Jl日として広〈受け入れられていても

現実への適用には合理的な奥論が生じうるし。ま

た！ナショナjレな耐Ii値にもとづく救済交任の拒否

という論点もあるとされる（Ibid 273=330). 
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「正義の附たり」はこうして生じる

具体例として！フランスの1；~業術助金が取り上

げられる 一般に！先進国における民業補助金は

磁の貿易障壁として働与貧困匡！からの輸入品

を排除することで｜止界の貧困問題を怒化させる＂

ミラーはこのZJJ.例に｜到して。フランスは｛云統的な

閏図風jj（の維持などのナショナルな価値に訴えて。

J~l栄補助金制度を維持しうると示唆する (Ibid:

273-274=330-33 J). ミラーの考えでは，補助金

の廃止によるフランスの損失を重視する見解と

貧困削減というグローパjレな正義の嬰諮を重んじ

る見解の｜日lの相追を埋めることはできない つま

り ミラーのいう「グローノミルな正義の問題」

ならびにその 部をなす公正な＊＇済関係という目

標は！ナショ -j）レな自己決定により犯否されうる

ミラーの「グローハルな正義の義務jの大部分が

ポッゲの「消極1的義務」と重なることは，先に確

認したとおりである 以上の点から！「正義の隔

たり」；市は消板的義務i論に対するi懐疑j論といえる

加えて動機つけの問題も存在する これは

ポソゲの ORDを含むと思われる，強制力あるグ

ローバルな再分配のii可！主的悩想への見解なとにあ

らわれる ミラーは強制l力を備えた超国家機関の

創設に消板的であり その耳目白として一般の

人々は「グローノりレな中央機関によって上から課

された規則よりも 周民国家のrJciでユ通叶；の民主的

手続きを通じて議論し 京を投じて成立させた法

律のほうに」逃んで従うことを挙げる (Ibid:

269=325). 

以上の脱出から グローパjレな正義はナショナ

ルな自己決定を通じて実施されるべきと彼は論ず

る その結果。公正な経済｜関係を築くという消椋

的義務の要求すら！ナショナルな価値の前でillけ

られうる

うに盟、われる ミラーは世界の貧困の生なくとも

一部が富裕固によって引き起こされていると認め

るしさらに！両者とも現在を！医l民国家からな

る社会から！グ口一円ルな領域での市IJJ主的なつな

がりが強化されてひとつの社会を構成するまでに

なる過渡期と認識しでもいる（Miller2007 

264-265=201 l 320). 

ii 正義の源泉に関する棺追

二人の見解の相逃は，伊藤が正義の政！＞Rをもっ

ぱら制度的なつながりに求めるのに対しへミ

ラーは「心理的な事'.'j~」を丞視することに由来す

る ミラーは，こうした自らの立場を文脈王義と

II手ぶ（Miller2002). 伊藤は。正義と文化を結び

つけるミラーの議論を＇ J見在のl主l民間家システム

で暮らす人々の思考習慣（「心理的な事実J）に根

づくがゆえにI グローパjレな正義論への故も手ご

わい懐疑論であると認識する（伊藤沢07a:326). 

そうした議論に対し。伊牒はグローパル化の進展

に再度言及しつつ。「現H寺点での正義を術恕する

陪？の文脈は文化ではなく グローパル資本主義で

ある」 (Ibid:330）と述べる

しかしミラーの文脈主義において！われわれ

がi泣かれた制度的状況は文脈の 部を構成するに

すきない それによれば！日義の！山政は「認が

何を 誰に対してl どのような状況で分配するの

か」という｜引いに答えることでしか確定されない

(Miller20C2 7). 絞後の「どのような状況で」と

いう条件により。彼は制度的なつながりも考慮に

入れる 問題は。それ以外の条i'i＇が加わることで

正義の原理がとのようなものになるかである

その条件を左右するのが！各々の終聞が正義の

内容と領域を何と見なすかに｜期わる。「心理的な

事実jである 強い述帝感をもっ終I'llは その迎

引！盛ゆえに！正義の務J)j(J］［の内容と領域を確定さ

せるためのl当然に参n日される柴田（naturalrefer-

2-3. 正義の源泉。「制度jか「心理的な事実J ence group）になるという（Miller1999 18). そ

か れゆえミラーは1 正義の諸原耳iムをi 「？古に境界で

i 伊藤とミラーの国際認識 ｜互切られた共同体の中で適用される。心理的な事

伊藤恭彦によれば，ミラーが前JY［で稲介したよ 実にかかわる事柄」 (Ibid）と凡なす以上の見

うな結論に至るのは！「彼の国際認識の狭さに由 解に力IIえ，ミラーは！ナショブ jレなアイデンテイ

来する」（伊藤 2007a・322). しかし伊藤とミ ティを強い述帯感を作り出すものと。ネイション

ラーの国際秩序認識に，実はあまり違いはないよ を「心理li的な事実」が共有される場と捉える
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(Ibid). そうすることで！ナショナルな自己決定

は！グローパルな正義の股行を拒否しうるだけの

重要性を獲得するのである

ミラーの考えでは！この主張は単に'.ij拐＇l.nJ(jg性
に関わるのみならず！規範的な霊安性をもっ そ

こには1 政治哲学は「市民に災践的な方向づけを

示すことJを目指すため＇ jJ民が「それに従って

行動することが実行可能な原理を提案しなければ

ならないJという方法論上の立場が反映されてい

る（Miller2008 47 48~2011 : 65). この立場は，

『ナシヨすルな1'1任とグローパルな正義』におい

ては「づショナルな自己決定とグローパルな正義

のIii)」でバランスを取ろうとする試みとして現れ

る（Miller2C07 268=201 l 324). しかし1 ミ

ラーがナショナlレな自己決定にかなり穴憾な裁ill

をJ、めるため！結論としては1 援助拠出や離民の

受け入れを「：Ji・実上とのような場合でもJ拒否す

ることを正当化しうる（岸児 2014:252，升ヒ
2012 206). 

さて。 ミラーの文脈主義は制度とfrrJ1'.i＜に「心政

的な事実」も.iE誌の源泉として考服する そのた

め 彼の文脈主義に対して。グローパjレ資本王義

という制度のみを現在の文脈として強制すること

は迎切ではない；） ミラーの現状認識では。一方

でグロ パJレな領域に広がる単一の制度があらわ

れl 他方で個人倫理！という点ではナショナルな冊Ii

f1liと剖lびっく「心理的な事実jがある その帰結

として，グローパルに共通の制度をめぐってすら，

それぞれのネイションごとに多械な「心迎的な事

災jを時まえる必要が生じる このとき。グロー

ハルな制度的状況のみを理由に「正義の陥たり」

を担lめることはできないが

これを所与として貧悶削減政策を挑逃するにはl

「心理的な事実」から出発するコスモポリタン的

な議論が；j：、められる 本稿が主題とするクカサス

の政治理論は，まさにそのような地点から議論を

はじめるものである

3. クカサスのグローノミルな政治理論

チャンドラン クカサスもまた。共同体の正義

を強調しミラーと同じかそれ以上に「心理的な

恒

事実jを強制する（Kukathas2002 117ー118). し

かし他方，閏家やネイションという共同体を重姿

と見なさず より小さなアソシエーションからな

る社会を擁護する まずは！クカサスがグローパ

ルな正義について論じた論文のうち。 ttl主l削減に

IMJわる館所を要約する

3-1. 「グローバJレな正義の幻想J論文と批判

i 「グローパんな正義の幻想」

クカサスがグローパルな正義について論じたの

は。初06年の「グローパルな正義の幻想」論文

だが，この論文はグローパルな正義への強い懐疑

論であると評価されている この論文によれば，

現在の世界秩序は！中目立党容への主［いにのみ制

限される独立した管＇ li:H長のネットワークである

(Kukathas 2006 5). こうした世界では，最も丞

妥な原理は戦争の回避であり 1 国際機関などの図

際市lj/立は，平和の制H~iか相互に受け入れ可能なグ

ローパルな共通の｜問題（地球温殴化など）の平和

的解決のためにのみ擁護されうる

このような現状のもとでは。グローノミルな正義

は追求されるべきではないとクカサスは主張する

第一の理由は。正義のJilllm'fは多様であり，かっ議

論の余地があるというものである (Ibid:8). 第

二の理由は，正義の追求を目的とするl主l際制度は。

エリート支配を強化しやすいというものである

(Ibid: 10). というのは，現在の国際世界のよう

に多様な正義理解が存在する月：でひとつのグロー

ハルな正義を追求すると。その結果設立される国

際制度には力ある国家の正義理解が反映され！弱

者の正義が蔑ろにされるからである＂ この理由

にもとづいて批判されるのが1 ポァゲの GRDで

ある まず，クカサスは既存の政治制度が苦心し

てきた問題にあjして， GRDによる新たな国際制

度が有効性をもつかは疑わしいと述べる そして

次に， GRDの設立は 世界のエリート，すなわ

ち資金を提供し支払いをコントロールする力ある

間家ιその内部の法律家や経済学者の力を増大

させるだけであると断ずる (Ibid:27). 

このような制度設立をともなうグローハルな

正義の追求にかわって！クカサスは個人？国家，

閏家の述合の片務的な行動による貧国削減を提案
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する (Ibid 26). それ以上のグローパルな正義の この問題に応える準備作業として クカサスの別

追求は，正義の内容に｜則する，世界的な理解の収 稿における政治秩序論を概観する

紋をまたなければ不可能であると主張される

(Ibid 28). 

ii 批判 I正義を通じた平和の実現

「グローパルな正義の幻想j論文のこのような

議論を読むと，クカサスの議論は！ ミラーよりも

さらに強硬な単なるi懐疑論のひとつだと思われる

かもしれない 実際に！クカサスの「幻想、」論文

に対しては．次のような批判がある

第一に。グローパルな正義の追求はエリート支

配とは別物であるという指摘がある（引f1/;J2007 

89). あわせてl 貧困削減は新たな権力の創設を

必ずしも必要とせず (Ibid）.必ずしも集権化や

階層化されない「•I'iliJ レベルのj 坊でも推進され

うるとも指J肉される（DeBrcs2011 333). 

｜到迎して第三に。「諸i主｜家i:uの相互11容により

平和が迷成されたところで！人々が抱く相会的

経済的な不正義の！出党は遅かれ早かれ平和を脅か

す」という批判jがある（村山 2007 88-89). tlfl I斗

裕子によれば，「だからこそわれわれはグローパ

ルで相会的な正義を必'ii!としている」（Ibid:89). 

クカサスの故火の｜則心は，多絡な文化を備えたア

ソシエーションの平和的共存だが。神ぬの指摘は，

その'iiUJiのためには会｜羽i問題への取り組みが不可

欠であると示唆する

第三に！非国家主体による権力の押しつけへの

ぞ？鐙である 伊藤によれば！クカサスは行戒すべ

き権力を国家のそれに限定しており！「グローパ

リゼーションを推進している経済的な力を全く惣

定していない」（刊叫.， 2010b 148). 伊藤の考えで

は，「グローパルな分配的正義の第一の課題は。

超χ悶ヤエリートによる iニからの改革ではなく，

グローパル資本主義の現場での暴力からの解放と

そのための官の公正な分部Jである (Ibid). そ

の目的のため。伊藤は「労働現場l 市民社会。周

民悶家，グローパルな領域といった様々なレヴェ

ルでの実質的な自由と人権を；Jとめる運動」として

の「グローパルな社会巡回Jによる正義の追求jを

lil！殺する (Ibid).

以上三点の問題は，クカサスの政治理論におい

て。どのように解決されるのだろうか 次節では！

3-2. 『リベラJレな群島Jにおける政治秩序

！ ？リベラjレな群島』における平和と秩序の重

視

クカサスは，様々な良心をもった倒人およびア

ソシエーションを所与と捉え。それらが相IL'！~容

という原型IIのもとで平和的に共存する社会を術怒、

する f 主のl,i~論の出発点には アソシエーンヨン

における良化、の共有という「心~11的な事実」が存

在する

社会秩序を椛怨する上での彼の出発点は！

ヒュームの！，＆；；市をもとにした人間本位である

ヒュームの人llJJ本ti'をクカサスなりに言し斗捉える

とl 人間とは，欲求によって動機づけられI 良心

によって支配される合理的な行為者である

(Kukathas 2003 49). この良心という言葉は通’ii(

よりも1よく 道徳感覚とほぼ同じものとして捉え

られる（101ti2004 21). 良，L、はアソシエーショ

ンにおいてJl!i符。実践される（Kukaihas2003 

90サI),, 苅個人は他の個人やアソシエーション

とつながった世界に生まれ活ち。そこでのつなが

りを通じて 良心を含む自らの特徴を獲得する

クカサスによれば。国家も｜羽際社会も。より小さ

いアソシエーションが共存し）；；；符1力の行使ゃ政

治D0競争を行なうリベラルな1町下品である ミラー

の言葉でいえば正義の原理を硲定させる ll住が！
何を。誰に対して！どのような状J兄で分配するの

か」という i引いへの答えは（Miller2on 7），ア

ソシエーションという ljl.f立で共有される アソシ

エーションには非’市に強力な不介入が保怖され，

近代医療へのアクセス制限や構成只への身体的危

害すら認められるほどである（c仁松元 2009

17) .. 

その例外と思われるのが！クカサス政治理論の

中心的価値であるアソシエーションの自由（free

dom of association）である（Kukathas2003 75). 

この原理は！第一にアソシエーションから隊脱す

る自由を 第二にアソシエーション｜百jの相互克容

を要f;j!jする (Ibid). これらふたつの原理は。お

そらく l主｜家やその迎合によって強制される 的，：ft
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絡は。「if Ill!.の白由」について詰市じる中で？この

原理は合意しない柴田に対しては強制されざるを

えないと解釈している（嶋津 2011 19). アソシ

エーション問の相互究容についても同様であろう

以上が「心理的な事実」から埠かれたクカサスの

J!J）＇.也柏会の基本的な姿であり，若 i』のタイトルで

もある「リベラルな群島（Liber百lArchiperago）」

である

本稿で重要なのは，第二の原理一一一社会内部

での良心の追求を保砕するため，各アソシエー

ションは他のアソシエ ションの干渉から守られ

る必要がある一一ーである 本章の関心は。アソ

シエーション聞の関係と！複数の（ときにはすべ

ての）アソシエーションにまたがる問題に対処す

る｜祭の枠組みはどのようなものか！という占にあ

るからである

ii 国民国家批判という含意

クカ；1・スは医l雪之もひとつのアソシエーションと

見なす しかし，あくまで数あるアソシエーショ

ンのひとつに過ぎず。かつ歴史的な争いと妥協の

腔物であるとの考えから！道徳的価値を秘械的に

は認めない 『リベラルな1伴烏』で国家が取り上

げられるのは，「地理的に区分された国家という

現在の体制が！Iiiもなく終わると予想する必要もな

い」からにすさない（Kukathas2003 l 74). クカ

サスはミラーと問じく「心理的な事実」から社会

を櫛想するが！その論理を徹底させることでミ

ラーと国民国家を批判する

j）藤と同じく。クカサスの見るところでも，ミ

ラーのグローパルな正義J比判のうちでiiiも強力な

のは！「境界のある共｜百jやの中に適用される心理

的な事実jにもとづく議論である（Kulathas 

2002:117寸 l8). 価値あるものをどのように分配

するかという問題は。どのような資源に価値を見

出すかという背長条件を精査しなければ答えられ

ない！というミラーの見解を彼は受け入れる さ

らにi そのような議論がグローハルな正義論への

強力な批判lであることにも問なする

クカサスの独自な点は！「心理的な事実jにも

とづき正義を構想するならば！多くの国民国家も

また批判されるべきという議論を展開するところ

である（Ibid:llS-120). 彼の談論によれば！イ可

f宣

に価値を見出すかに応じて正義の迎用組閣が決ま

るならば！商家という領域もまた正義の原理には

不適格である なぜなら。多くの図家もまた。ひ

とつの正義の椛惣、を共有するにはχきすぎる地理

的！文化的な多様性を抱えているからである ク

カサスは！ミラーが例に挙げるスペインに言及し，

その人仁I，面積。さらにlrt習1 態度および言語に

関する地域的多様性ゆえに！ひとつの正義を追求

するには「あまりに穴きく！あまりに多様であ

る」と論ずる まして，アメリカ合衆国や中国，

インドなどであれば，ひとつの正義の櫛惣のもと

で統治されうるとはとても考えられないと述べる

(Ibid l 18 l 19). 

これに対しては 「社会正義に必姿な共通の

エートスは釘ち立てられうる L，そうされてき

た」という反治がありうる（Ibid:119). しかし！

クカサスは！そうした少数派の併合は歓迎されず，

むしろ低！Jt:を招く点に任首、を促す彼の正義への

似疑には？医！民建設がマイノリティの文化や価値

をJ刷工し， i!liill~させてきたj且程であったとことが

反映されている こうして。｜主！民国家の道徳的自fi

依に否定的な態皮をとる一方。それは良かれ悪し

かれすでにわれわれとともにあるものと捉えるべ

き！という立場を表明する (Ibid:l 19 120). 

このような悶民建設に対する諦念と脅戒が！

「幻想、」論文におけるグローパルな正義への断固

とした拒否の背景でもあると思われる クカサス

は国民国家を所与として受け入れさるをえないと

認め，同l時に！医l家単位で起こったのと同じマイ

ノリティの正義の捌除。抑圧がグローノりレな規模

で起きることを懸念しているのである

iii. 群島における政治的決定

それでは，個々のアソシエーションでは解決1

決定できない問題について1 国家の中でいかなる

立思決定が1Tわれるべきなのか この問題へのク

カサスの見解を見ることで，グローパJレな次元で

の諸国家の:0：・思決定のあり方について示唆が待ら

れよう 『リベラルな群島Jにおいて，国家は

「多くの共同体とアソシエーションからなる社会

において不可避的に生じる問題に注意を払い！そ

れらの団体が共存できるような秩序を維持する，

審判を務める」役割を負う（Kukathas2003 : 
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212 213). 

ただしクカサスによれば。｜主i家もまた何らか

の特定の倫理的立場に立たさるをえず さらに

制定の設かあるいはアソシエーションの考えを

「えこひいき」させようとする圧力に絶えず附さ

れる (Ibid 213-214). そのひとつのf1li扱として。

クカサスは「グローパルな正義の幻想Jと同様，

平等は倒人llJJでも集問問jでも笑JJ［不可能であると

の考えを強制する (Ibid 214-236). そのため！

アソシエーション！日jの妥協と不平等はどうしても

生じてしまう (Ibid 236). 

この問題に対処するため！｜主｜家には「普昔、ある

無視（benignneglect）」という態度が求められる

(Ibid). これは！自らの判定のil¥li染を正義の問題

として正当化することなく，「－！）［［＼＼＂＼ と正義ではな

く，偶然と血史の結果であるjと認める態度であ

る (Ibid:246). こうして，政策決定後の状況が

「公正ではなく，それゆえに変化の可能性に聞か

れている」と了解されるという印刷d). ここで

は。医i家単位の「正義の追求Jは！不平等を残し

たままの制度を公正であると誤って擁殺しさら

なる変化を臨む概念と捉えられている

3 3. 『リベラJレな群島iにおける貧困削減

i 「グ口 ハルな正義の追求Jでない貧困削減

以上の談論から！クカサ7、が谷認あるいは支持

しうるm潤削減について，いかなる示峻が得られ

ただろうか まず。第一の「正義の迫求はエリー

ト支配ではないjという批判について見る 前節

の議論から示唆されるのは！彼は「正義」という

言葉を非常に限定された!11取で朋いているという

ことである グローノミルな正ミ主批判においても，

彼はそれを「国境を越えて迎川される強悶な倫耳目

的規準によって統治される制度を発展させる」も

のと見なしていた（Kukathas2006 10). すると 9

it凶削減のための政策！運動およひ悶｜祭機関の多

くはf庄の批判の士号、ヲトであることになる

クカサスの議論をこのように理解すると， jl~の

談論はポッゲのグローパルな正義論を全国的には

否定しないことがわかる なぜなら，ポッゲはク

カサスが批判するような回定的な制度の創設の擁

miをi監けているからである（cf.Langlois 2010 

149). まず。クカサス以外の多くのリベラルは。

制度の絶えざる紡査と問い直しを「正義」の要悦

に入れている 理論的には！両者の立場は正義

に迎った制度や決定が可能か不可能かをめぐって

穴きく JI＼なる しかし実践的には。阿者の迎い

は？クカサスのブJがより変化を惣定した制度を好

むといった 程度の迷いとなってあらわれると思

わi1.る

こうしたクカサスの批判を免れる提案は！これ

まで紹介してきた株々な論者によって言及されて

いる 例えば！へレナ・ドプレスがクカサスを批

判する際に指摘した。階閥的でない変化と流動性

に出む協働的な国際機関は（DeBr四 2012 333). 

実はまさにクカサスが好む貧困削減のアプローチ

である また。ミラーも。強制力をもっl調際f践閲

には百定的だが。規範的な指導力を備えた国際機

｜叫なら耕i談可能との立rJJ；を取る（Miller2007 

268=2011 324). 代表的な例として｜主Iilli総会や

人椛理事会が考えられるが，これらの機関は，援

助日棋の設定など。各国家に対する規範的な訴え

かけで会｜到削減を促すほか。諸国家の政策手段や

目標を収数させる働きもする山 このような形態

の国｜祭制度であれば，カのijijし、医l家への強制を伴

わないため。クカサスのi主II捺秩序論においてもJlif

E置されうる クカサスが戒める「介入」は強制や

暴力をともなうものであり 悶家やアソシエー

ションへの批判や説得は「介入jに含まれないか

らである（Kukathas2006 14). 

次lこ。ポァゲが'i'fl.i'iする・n医i削減は。必ずしも

制度創設によって実現される必要はない 実際！

クカサスが襟的とする GRDの構想の現笑性につ

いて！ポyゲは以下のように述べる 「もし仮に

制度のtilJ設が非現実的だとしても，［ft桜的な・I!!:

界秩序を示すことによって］グローバlレな正義を

主張することは！経済改本を通じて貧困そのもの

を終わらせる努力を要請するという占でな義があ

るJ(Pogge 2008: 217=2010 321). このような

主張がなされるのは！ポッゲの「危害」の認定条

件にI 代替的な世界秩序がありうると示すことが

含まれるからである (Ibid 26=52). このとき！

GRD は国裕医lが世界の貧困に災任を負う根拠と

してのみ参照される すなわち，ポyゲは GRD
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という国際制度に必ずしもこだわらない。貧困削

減は別の国際機関のもとで実施されてもいいし！

個別にも行われうる エリートによる固定的な制

度創設を論拠とするクカサスの「グローパルな正

義j批判は。以上のような食倒削減の要求には当

てはまらない

まとめると！クカサスの批判対象である「グ

ローパルな正義」は非常に限定的な:0：味で用いら

れており！そのため。彼の枠組みのうちでも様々

な笠岡j!jlj減政策が笑施可能である

ii 変化に聞かれた集合的な食困削減

「幻旬、」論文の中にも！ょ記のような貧困削減

を推進せしめる但し沓きは存在する 「平和の維

持か州立に’立け入れ可能なグローパルな共通の問

凶（J也J;j(iJ,,lll変化など）の平和的解決のためJであ

れば， i主ll:Y；＼制度の創出は認められるl という記述

である（Kukathas2006: 5). 

これが，「幻想j論文への第二の批判 「11

肱lの欣li'.i：は長期的に｜主iト子秩序を不安定化するJ
への応答となる や［ii誌が懸念するように貧

闘が秩序を不安定化させるのであれば！諸国家に

よって「共通の問題」と認められる可能性は高い

特に。クカサスは平和と秩序の維持に強い関心を

もつため，国際秩序の不安定化防止には松極的だ

ろう このような貧悶削減に対するクカサスの要

求は！おそらく「普なある姫視J Jl:閤削減

策は常に不完全であり 1 それゆえ変化に聞かれる

との了解一ーである

iii. 個別の正義にもとづく貧困削減

最後に第三の批判として。クカサスの政治秩序

論が，グローハル資本主義なとの非悶家による権

力にいかに対処しうるか考察する 伊藤が批判す

るとおり！クカサスが「国際ililJ皮」として静戒す

るのは国際刑事裁判所などの医！際機関や条約に恭

づく国際レジームであり（Kukathas2日 ~6 5）。市

坊を介した彩響に無防備だという批判は成り立つ

これに対して本稿は1 クカサスもまた個人やア

ソシエーションによる間有の正義の倒別的追求を

自らの政治理論の核心に据えていることを強関し

たい むしろ彼は1 個人やアソシエーションによ

る1 それぞれの理解にもとづく正義の追求を重視

する その発露のひとつが，「幻想J論文で擁護

↑E 

される，個人！国家，医i家の連合が正義理解の収

数を経ることなく個別に行う「片務的な貧困削

減」一一NPOへの寄付付焼補助金の廃止など

が含まれる である この点では！クカサス

もまた「グローパルな社会運動による正義の追

求」に好沼的であり。伊藤の立場に近い また，

問題関心のレベルでも！両者はともに，グローパ

ルな領域において。とのような形であれー元的な

価値が世界を1互い，それに影響を及ぼせないマイ

ノリティの正義が犠牲になることを問題視する

ご人の相違は。そのような統治への道筋としてと

のようなシナリオをより警戒するかという点であ

り＂＇.対立 !Ml係にあるわけでは必ず、しもない

片務的な貧困削減という提案への疑問として

それは「稿短的義務Jあるいは「慈普の義務」で

はないか というものがあろう ポァゲは税極的

義務を厳格でないと見なして消極的義務論を展開

したのだしミラーも慈善の義務では他の国民国

家に辺守を要求することができないと考えた こ

の点に関しては，第一に！たしかに片務的な貧困

削減は慈善の義務である ただし第二に，ミラー

の談論では。グローパJレな正義の義務は履行を

「要請する」が！医l民国家にはそれを拐否するほ

ぽ全面的な救世が残されていたのであった する

と貧困削減を進める」二で必裂なのは，正義の義

務であることよりも！実施主体の「心理的な事

実jと合致していることになる 第三に。クカサ

スのJ'1t~I な点として。「心理的な事実」は図書Zよ

り小さいアソシエーションにおいてよりよく共有

される。という見解があった すなわち，たとえ

国民国家が貧困削減に消極的であっても。それ以

外の徐々な主体がみずからの「心理的な事実」に

従い。片務的に貧困削減にf寄与することが可能な

のである このような！多種多様な主体による！

それぞれ個別の「心理的な事実」にもとづく貧困

削減が，クカサスの提案の利点である

ただし，以上の貧国削減活動は，すべてクカサ

スの政治理論において「可能であるjにすぎず！

積極的に推進すべき理由は腔界秩序の安定化や次

節で述べる国境開放が挙げられる程度である こ

うしたクカサスの｜期心から漏れる貧困問題

例えば多国籍企業の搾JI)(工場で働く人々の労働問
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題など一一ーへの対処は，クカサスの型li論それ自

体からは出てこない それらの問題にも＇［極的に対

処するには！個々のアソシエーションの活動であ

れ諸国家の迷合による閏際公共政策であれ，ポァ

ゲヤ伊藤が強制するような普遍的人権への訴えが

不可欠であると忠われる

3-4. 片務的な国境開放の含意

i クカサス政治理論における国境開放

それでは，貧困削減に取り組む上で！クカサス

自身が松極的に支持する政策は存在するのか本

稿はI 「片務的な悶rJ'1開放jの提言に含まれる｜主l
境開放政策を，クカサスの政治理論における重姿

な嬰紫であると指摘する

「幻想J論文ではI 悶家よりも小さい共同体を

クカサスカ功子ましく思っていることと！周年2を｜剖

放するという政策が別々に言及される ｝両者の議

論は石市第二節で強調したため。後者の論点につ

いて硲認する 彼は片務的な貧悶削減として. I主l
家に対して！貿易の自由化．国内産業への初日IJJ金

の溌止！車：民と移民の受け入れ，非効率的でユ抑圧

的な金問！休市ljの廃止を！加えて EUなどの｜主l家連

合に＇ 1：~業政策に代表される世界の貧凶者に危答

を与える航行の廃止を提案する (Ibid・26). これ

らすべてが。ヒト！モノ 1 カネの国内外の移動を

阻む市lj［止の廃止である

「幻想J論文や『リベラルな群島Jでは前田に

／［＼ないものの．国境llfJJj~はクカサスにとって主要

な嬰楽である その提案は＇ ］~容や良心の自由を

備えた相会というクカサスの理忽を実現するもの

として，彼の著作でしばしば言及される 彼は別

稿において，自由なrlJ!E；経済が1'£1到削減に資する

との経i斉在flを表明し（Kukathas2002 113 ; 2005 

212) ＂＇，自由貿易協定や移民の受け入れを支持す

るまた！国境問放には「自I主i」ゃ「人道」といっ

た道徳的根拠があるとも述べる＇＂ 移民の受け入

れは！暴力的な支配体制lからの避難や自I）の国での

就業という移動の自由をもたらすし（Kukathas

2005: 210）。そうした機会を聞くことは人道ヒ

の要請でもあるという (Ibid:211). 彼の見解は

FTAに対しでも同様である（Kukathas2002 113) 

したがって，悶坑開放政策は！クカサスによる積

極的な提案と見なしうる

ii 国民国家と世界の貧困削減

クカサスはI ポッゲやミラーと向材、！自由化政

策は長い目で見れば全体としてより多くの便益を

もたらすと認識する (Ibid:113). にもかかわら

ずl主｜家が協定の締結に消極的なのは，「あらゆる

悶際協定は，程度の差はあれ主権国家の手をiiり。

それらが望むであろう行動をとる能力をili!J限す

る」からである (Ibid). それはまた。 J!'l！控！立H本

をはじめとする。多くの利益団体の偏った手！J滋追

求を阻むがゆえに反対巡回Jにあうという (Ibid).

クカサスのこうした見解は，国家も自らの倫理的

立場と利益をもっ主体であり，／，：：；くつくことや有

j•（［者に不人気なことはしたがらない。という認識

にもとづく (Ibid 111). こうした認識をもっク

カサスの年えでは， ミラーなどが擁護するふたつ

の日傑一一悶民建築と国際的な1；＞；の再分配ーー

は相反するのである（Kul叩 thas2C02 113). 

このように整理したとき。クカサスの構想は

ポツゲの提案とも協力可能なものになる 先に指

摘したように，ポッゲもまた。自由な市場経済が

J'il主i者に利援をもたらすことを指摘し。グローパ

ルな貿易制度が貧困l買を自由貿易から荊fめ出して

いることを貧凶の原因だと考えた (Ibid 19~43). 

ポッゲから見れば！クカサスの提案は代幸一的な！世

界秩序の存在を示すことでl ボッゲの「危害」の

論証に貢献するものである 逆にクカサスから見

れば！ポッゲは現在の国際貿易体制lのii~駆的義務

逃反を指摘することでl より多くの人々に国境｜井i
紋という提案を受け入れさせる可能性をもっ

とはいえ！すぐさま匡frJ1が聞かれ現在の国民

国家や王権国家体：［；！］に変化が訪れるとはクカサス

は考えないしそうすべきとも主張しない川彼

が行うのは，近代国家を閉じられたものと想定し

そうした坊での社会的辿帯に固執する立場に懐疑

的な児解を述べ続けることである（Ibid 115). 

そうすることで，彼は国民国家という政体やそれ

らを区分する国境が必ずしも不変ではないこと！

それを擁護する言説は疑わしいものであることを

訴える (Ibid:121). 彼の考えでは！国境問放政

策を提案し続けることは「道徳的な耳目怨ι既存

の社会的！政治的配i立が－1'tしていないことに，
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われわれを向き合わせるJ(Kukathas 2C 05 219). 

このような，現行秩序への批判を正義の要求とし

ないことで，クカサスのグローパルな政治玉里論は。

彼が標的とする一元的な正義の追求に転じること

を免れるそして，貧困削減という政策 国

境附放政策のみならず，前節の最後で言及した

ポァゲ平伊藤の提案も合まれる もまた，こ

の枠組みに合致するように語られるのである

4 まとめ

以上見てきたように！「正義」理解の多様性と

究容を重んじるクカサスのグローパルな政治理論

は，一方で様々な正義の理論を相対化するものと

して！ もう一方でより党容で分権的な世界に向か

う理論として詞構成される そこにあったのはl

グローパルな領域が一元的な正義によって支配さ

れることも 国民国家を強固な枠組みとして維持

し続けることも回避するという目標であった ネ

イションが「心理的な事実」を根拠にグローノりレ

な正義を拒復するとき。かわって多総な主体が

各々の「心理的な事実」にもとづき l 貧困削減に

従＇jfすることが可能となる。クカサスは。その＇ i"

でも羽に国境問放という政策に，貧困削減の推進

とl主l民国家の弱体化1 そして「心理的な事実」を

損なわないコスモポリタン的な世界秩序へ向かう

契機を見出す

ただしi 貧困削減という目相：はクカサスの主関

心からやや外れており，それがも＇ t極的に擁護され

るのは。秩斤，の安定化や国境開放というクカサス

の櫛想の要請に合致するときであった 本稿は！

クカサスは一一批判者の評価とは異なり一一

国際機関や NPOなど事Y＜々 なレベルでユ行われる公

的削減を許容すると論じてきたが，貧困削減自体

を政策目標に4居えるためには別途論拠が必要であ

ると考える そうした提案は1 クカサスの国境開

放の提案と同じく，人々に道徳的理想を訴えるこ

とを通じて世界秩序の変革に寄与するものと位世

づけられるべきであろう

注

I ) この整理の問矢となる若作としてクリス プラ

恒

ウンの研究が挙げられる（Brown 15 92 ; cf. 

Brown 1998~20口2 ，神id; 2009，抑村 2010)

2) 大きく分けて以下の二通りの議論があるように
思われる第一に コスモポリタンとコミユニ
タリアンがともに必要性を認めるl グロ パル
に述成されるべき最低限の生活目標があるとい
う議論である（cf.宇佐美 2008，村山 2009). 第
二に！グローパルな市場など！グローパルに共
通のH;IJJJ[が存在することをJJl\111 に，－ 1~1内に留
まらない正義が！以前されるという議論がある
(c王伊藤2010n;2010b守ヒ原 2012).

3 ) 例えば。匡l際経済学者のポール・コ ＇）アーはl

総論としては世界の貧困のHKI盟を・；；：・裕医Iに求

めない しかしI 1；~-r:とへの補助金に関しては！
献も弁解の余地のない貧困の原因として批判的
な立場をとる（Collicc2co7~2日 08).

4) こうした特級は？例えば， T打坊を通じたつなが
りを指摘してリベラルなコスモポリタンの可能
性を論じた論文などに見られる（伊点ミ 2004).

5 ) ミラー自身は，とちらかを選ぶなら制度だがl

個人的な倫理Rもまた考慮される必裂がある と
いう立場を表明している（Mille,・ 2007 : I 0ニ

2011 16). 

6 ) ミラーの方法論的立場に沿うかたちでの「正義
の附たり」批判として。岸見太ーのものがある
文脈主義は「現状への批判性がありかっ具体的
な指針を提示する」というミラー自身の問題也、
識に応えられないため修正されるべき。という
ものである（岸見 2014:252). 

7) ただし世界の貧困に閲してはでの問題にJfx
り組むべきという道徳的要求は強いとされるた
め（Kuknthns2006 : 26), !ti~！削減の方針や負担
の分配について正義の主ll解どうしが衝突する
ものと思われる というのはI クカサスの似疑
論の第二の論拠であるエリート支配は正義の
翌日併が多様であるときにのみ1111題となるからで
ある

8) アソシエーシヨ／は成nによって認められた椛
戚によって統治されるものとされ。！iiなる人の
寄せ!j＼めと区別される（Kuknthns2日03 92). 例
えば カリフォルニアの社会はアソシエーンヨ
ンではないが。カリフ寸ールニア州であれば椛戚
による統治が行われる単位なので！アソシエー
シヨンと見なされる（lbid:92). 

9) この点についてのクカサスの立場は変化してい
るとされる荘元雅和は より以前の議論では
アソシエーションも身体的抑圧の禁止などの制
約には服すべきとされていたと指摘している
（松元 2009:65; 73). 

10) 国際政治学者の小川裕子によればI 世界銀行お
よび匡！日1述合の活動は国際援助の規範に彩緋を
与え 長期的にはその収紋に寄与したとされる
（小Ill2011). 

11) ハイエクの政治思忽などを手がかりに自らの理
論を打ち立てたクカサスは政治権力の規制jを
(c仁Kuknthns2003 : x) グローパリゼーションの
基底にマルクスのいう「資本の誕力的拡大」が
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あるという認識から議論を展開していく伊践は

iii坊を通じたl；（；斜！の伝掃をそれぞれ丞視してい

る（cf.五！？！日； 2004; j)f臨 2010，）。と経理できる

かもしれない

12) ポyゲとミラーも同様の経済制を表明していゐ

ことは第二阜で!'{i；認したとおりである（cf.

Millcd997 208 2C9;Poggc2008 18=2010:43). 

13) 正義迎解の多様性を強訓するクカサスがいか

なる現！山で「人道」にもとづく !ti主l削減を支持

しうるかは1g1組である ひとつには彼にとっ

ての人道は「人はいかに生きるへきかJに附わ

る「より広い立味での正義」であり 「illJl1.」：冶

文の主阻である分配的正義とは別である可能性

カず考えられる（c仁Kukalhas20 6 3). ただし。

ふたつの正義概念を切り雌して論ずることが可
能あるいは迎l;JJか という問題は存在する（c仁

L1mglois 2010). 

14) とはいえ クカサスの日1日占は「｜主［IJ1やすショヲ

リズムはI いずれ京要閣を失っていくものと考

えられていることを示岐する的所」も合むとさ

れる（由討.it2011 20; c仁K曲川hos20~3 39). 
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Reducing World Poverty Based on“Psychological Facts" 
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SummtuJ' This paper discu5'es Chandran Kukathas’ view of how tolcrati仁川1istliberalism deols with world 

pave礼y It first argues that liberal cosmopolitanism con日ictswith liberal nationalism because the latter・ uses 

"psychological facts”to define what justice悶 guir℃sKukathas agrm that psychologid facts ha刊 theeffect 

of de日ningjustice,bra he dcubts that they m・c shared‘across nation states. He m・gues that smaller as5"ciations 

a悶 mo悶 likelyto sha悶“psychologicalfacts”and an understanding of justice. He suppmts collective action 

that is op叩 tofutm'C changes and unilateral actions to reduce wo川dpoverty. In acdition, he endorses policies 

involving叩叩 nationalborder・s as a potential means for achieving what he viev目指 a"geed soeicty and 

同ducingpnve口yat the global level. 


